
漁業経営者の皆さまへ
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新型コロナウイルス'染症の影ξに伴い、休校となった小学校等に通う子
供等のお世話をする保護者である労働者に対し、有給休暇(労基法上の年
次有給休暇を除く。以下同じ)を取得させた漁業経営体も本助成金の対象
となりぎす.

【助成額】

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額※を助成
(上限8,330円ノ日)

※具体的には、対象労働者の日額換算賃金額(通常の賃金を日額換したもの) X有給休暇日数

【助成対象期間】

有給休暇の取得圖が2月27日~3月31日までの期間にある場合

【受付期間】

3月18日から6月30日まで

【助成対象事業主】

対象労働者による有給休暇の申出により、有給休暇を取得させた以下に該当する
漁業経営体
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A ・雇用保険に加入している漁業経営体

・労働者災害補償保険に加入している漁業経営体

金"三宍コールセンター 0120-60-3999

にお占い合わせください。

(助成金の詳細・申請様式等)
hせ S:、NWW.mhlw.00.'O S廿 Selsakunltsuite bun a ko ou roudou
ko ou k ufukin oaoeL07 00002.html
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令和2年3月27日時点

Aに該当しない雇用保険・労働者災害補償保険の暫定任意適用事業所
である漁業経営体

※被雇用者が常時4人以下の個人事業主等

金の誌には、7 産广が発一する「些々き人所にハる証昧孝
が必要です。

詳,.田{

〒100-8907

東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁漁政部企画課漁業労働班

ご臣七ください

をご認して、 D にお。い△わせださい。

(助成金の詳細・申請様式等)
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03-3502-8111 (内線6571)

(直通)03-6744-2340
(FAX)03-3501-5097

(水産庁への申請様式等)

パソコンからアクセスする場合は、下記URLをクリックもしくはブラウザにコピーして下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html



【助成対象者Bに該当する農業経営体の申請様式及び手続きフロー】

【必要な申請書美則
(水産庁で定めた様式)

①農業等個人事業戸斤に係る証明申請書(様式第1号)
②事前要イ牛確認書(様式第3号)
③添付書類一式

・漁船原簿謄本または漁船登録票の写し

・直近1ケ月の出荷伝票または事業内容が分かる書類(貞業を営むことで生じた納品書や領収書
など)

(厚生労働省で定めた様式)
④申請様式

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金支給申請書(様式第1号)
・有給休暇取得確認書(様式第2号)
・支給要件確認申出書(様式第3号)

⑤添付書類一式

・対象労働者が雇用されていることを確認できる書類
(例:労働者名簿、雇用契約書、労働条件i融U書等)

・対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
(例:休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード等)

・対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認
きる書類

(例:賃金台帳等)
・対象労働者の通常の賃金が確認できる書類

術1:賃金台帳、労働条件通矢口書等)
・対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類

(例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。これに加えて、変形労働時間制、フ
レツクスタイム制等を利用している場合は、そのことについて締結している労使協定等。)

・小学校等力Ⅷ語時休業等をしたことにつぃて確認できる書類
(例:小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ、当該書類が無い場合は小学校等の休業期間
を記入した有給休暇取得確認書)

・対象雇用主に雇用されており、申請日時点において、 1日以上勤務していることが確認できる
書類

(伊上労働要件通矢口書に加え、出勤簿、タイムカード等)
・対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害ある子供の場合化あっては、当該障害があ
ることを確認できる書類

(例:特別支援学校の在学証明書、障害者手帳、医師による診断書等)

【手続きフロー】

漁業経営体

①、②及び③の申請
※本助成金の受付期限の2週間前までに申請

④+⑤+水産庁が発行した証明書

証明書の発行

指定の学校等休業助成金

受付センター

水産庁

支援金




